
住　 民　 票
個人番号 123456789012

この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。

○年○月○日

② 通知カードのコピー① 個人番号カードのコピー（裏面）

① 個人番号カードのコピー/② 通知カードのコピーの場合 ③ 個人番号記載住民票の写しの場合

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平かつ公正
な社会の実現をめざし、国民一人ひとりを特定する個人番号を発行するものです。これに伴いまして、
保険会社は税務署等に提出する支払調書にお客さまの個人番号を記載することとなります。
つきましては、下記　 に該当する場合には、以下要領にて個人番号の申告をお願いいたします。
なお、個人番号を保管する必要がなくなった場合（支払調書作成対象外と判明した場合など）は保険
会社にて廃棄・マスキング等の適切な処理を行ないます。

■「個人番号（マイナンバー）申告書」と下記個人番号確認書類を「保険金・給付金請求書」とともにご提出願います。
■年金受取期間中に個人番号（マイナンバー）が変更になった場合は、改めて変更後の個人番号（マイナンバー）を保険会社にご申告ください
（申告方法については「年金のしおり」を参照ください）。

● （各受取人に）支払われる死亡保険金（災害死亡保険金を含む）が、一時金で100万円を超える場合
● （各受取人に）支払われる保険金が一時金でなく年金で支払われる場合に、年金年額が20万円を超えるとき

記入・提出見本

個人番号確認書類

※裏面（個人番号の記載のある面）をご提出ください。

③ 個人番号記載住民票の写し
※写しのコピーでも可

下記①～③の個人番号確認書類のうちいずれか1点をご用意ください。※下記イラストはイメージですので実物と相違する場合があります。

✓

ここにチェック□を入れてください

提出物は申告書のみ 提出物は申告書と住民票の写しの2点

個人番号保護シールを貼ってください

✓

支払調書作成の対象となる場合A

A

はじめに
お読み
ください

申告方法について　

受取人が2名以上の場合は、上記　 に該当する受取人全員分の申告書と、個人番号確認書類のご提出をお願いします。
不足する場合はコピーしてご利用ください。

A!

個人番号（マイナンバー）申告書 法人代理 記入のご案内

添付にてご提出③ 個人番号記載住民票の写し
告書には貼付せずに、申告書と一緒にご提出ください。

※イメージですので実物と相違する場合があります。

② 通知カードのコピー
通知カードをコピーのうえ、右の「貼付欄」に貼り付
けてください。

記入例
受取人個人番号確認書類

① 「個人番号カード（裏面）」のコピー
●カードの外枠に沿って切り取り、右の「貼付欄」に
　貼り付けてください

●保護シールを個人番号の上に貼り付けてください

③ 個人番号記載「住民票」の写し

②「通知カード」のコピー
●カードの外枠に沿って切り取り、右の「貼付欄」に
　貼り付けてください

●保護シールを個人番号の上に貼り付けてください

申告書には貼付せずに、当申告書と一緒にご提出ください。

提
出
資
料
を
右
記
い
ず
れ
か
に
チ
ェ
ッ
ク
□
し
て
く
だ
さ
い

✓

（保護シール）

（保護シール）

み ほ ん

記入例 個人番号保護シールを貼ってください

✓

ここにチェック□を入れてください

※上記は① 個人番号カードのコピーの場合

カードの外枠に沿って
切り取って貼り付けて
ください。

✓

保存 永久○本 共79845  20.8

住　 民　 票

印

東京都豊島区

個人番号

住民票コード

住所を
定めた日
届出を
した日

住民と
なった日

平成　５年　４月　４日

平成　５年　４月　４日

平成　５年　４月　４日

1234 5678 9012

男 世帯主

（省略）

明治安田　花子 明治安田　花子

明治安田　花子

豊島区高田３－３５－１　○×レジデンス１０１

東京都新宿区西新宿１－９－１

東京都千代田区丸の内２－１－１

この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明します。
平成○○年○○月○○日 豊島区長　○○○○

昭和３５年　８月２０日
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1枚中　1枚目



ＤＣ　１４０１

個人番号（マイナンバー）申告書

保存 永久○本 共79845  20.8

受取人個人番号確認書類

留意事項

明治安田生命保険相互会社（以下、保険会社）が保険取引に関する支払調書作成事務に利用するために、貼付・添付書類に記載されているとおり、個人番
号（マイナンバー）を申告いたします。
なお、この個人番号（マイナンバー）申告書（添付書類を含む。以下「申告書」）を提出後、個人番号を保管する必要性がなくなった場合（支払調書作成対象
外と判明した場合など）には、申告書は保険会社にて廃棄・マスキング等の適切な処理をしていただくようお願いします。

証券番号 被保険者
番　　号

被保険者
カナ氏名 様

年　 　      月　 　      日氏　名
※自署

生年月日

住  所

フリガナ

〒
都 道
府 県

支払調書作成対象となる場合　
　● （各受取人に）支払われる死亡保険金（災害死亡保険金を含む）が、一時金で100万円を超える場合
　● （各受取人に）支払われる保険金が一時金でなく年金で支払われる場合に、年金年額が20万円を超えるとき
　上記に該当されない場合は、当申告書は提出不要です。

会社使用欄

貼付欄

① 「個人番号カード（裏面）」のコピー
●カードの外枠に沿って切り取り、右の「貼付欄」に
　貼り付けてください

●保護シールを個人番号の上に貼り付けてください

③ 個人番号記載「住民票」の写し

受取人（委任者）署名欄

法人代理

貼付欄

②「通知カード」のコピー
●カードの外枠に沿って切り取り、右の「貼付欄」に
　貼り付けてください

●保護シールを個人番号の上に貼り付けてください

申告書には貼付せずに、当申告書と一緒にご提出ください。
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※下記イラストはイメージですので、実物と相違する場合があります。

✓

昭
和

大
正

平
成
令
和

（保護シール）

（保護シール）

明治安田生命保険相互会社 御中

み ほ ん

み ほ ん
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